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船舶事故調査報告書 

 

平成３０年１１月２８日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

委   員  佐 藤 雄 二（部会長） 

委   員  田 村 兼 吉 

委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 転覆 

発生日時 平成３０年６月１日 １１時３０分ごろ 

発生場所 宮崎県一ツ瀬
ひ と つ せ

川河口 

富田
と ん だ

灯台から真方位１６７°１.３海里（Ｍ）付近 

（概位 北緯３２°０２.７′ 東経１３１°３０.６′） 

事故の概要 プレジャーボート美保
み ほ

丸は、西進中、転覆した。 

美保丸は、操舵スタンドの倒壊等を生じた。 

事故調査の経過 平成３０年６月５日、本事故の調査を担当する主管調査官（門司事

務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

プレジャーボート 美保丸、５トン未満 

２９５－４０８９１宮崎、個人所有 

７.１９ｍ（Lr）×２.１７ｍ×０.８４ｍ、ＦＲＰ 

ガソリン機関、８４.６kＷ、平成１１年４月 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ６４歳 

二級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

免許登録日 昭和６３年１０月６日 

免許証交付日 平成２９年１０月２３日 

（平成３５年１０月５日まで有効） 

 死傷者等 なし 

 損傷 操縦スタンドに倒壊、船外機に濡損 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 北東、風力 ３、視界 良好 

海象：波高 約１.０ｍ、潮汐 下げ潮の末期 

 事故の経過 本船は、船長が１人で乗り組み、平成３０年６月１日０７時００分

ごろ定係地の一ツ瀬川河口西方約１,０００ｍの同川左岸に設置され

た桟橋を出発し、河口から日向灘に出て０７時３０分ごろから河口北

東方約５Ｍの釣り場で釣りを行い、１０時００分ごろ、風が強く、ま

た、波が高くなり始めたので、釣りをやめて定係地に向け、帰航を開

始した。 

船長は、釣り場から南南西進して河口に設置された導流堤先端から

東方約１００ｍのところに至り、陸岸及び河口に向かって寄せる波が



- 2 - 

あったので、波が低くなったタイミングで河口から一ツ瀬川に進入す

ることとし、約１分間河口の波の様子をうかがった。 

本船は、河口付近の波が低くなったタイミングで一ツ瀬川に向けて

前進を開始し、約７ノットの対地速力で約３０秒間西進して導流堤に

差し掛かった１１時３０分ごろ、右舷船尾方で隆起した波に船体が持

ち上げられ、船首を中心として船尾が約９０°左舷方に振られながら

左舷側に傾斜して転覆した。 

船長は、本船が転覆すると同時に海中に投げ出された後、携帯電話

が水没して救助を要請することができず、船底を上にして浮いていた

本船に上がり、運転が停止していた船外機につかまって救助を待っ

た。 

本船は、１３時００分ごろ河口付近の海岸を散策していた通行人に

転覆しているところを発見され、同通行人が１１９番通報を行った。 

船長は、通報により出動した宮崎県防災ヘリコプタに救助された。 

本船は、後刻、転覆した状態で陸岸に漂着し、業者により陸揚げさ

れた。 

（付図１ 事故発生経過概略図、付図２ 事故発生場所概略図 参

照） 

 その他の事項 船長は、救命胴衣を着用していた。 

船長は、出航の前日と当日にテレビ及びインターネットで天気予報

を見て、強風や高波の予報が出ていないことを確認していた。 

船長は、高い波が発生して一ツ瀬川に進入することが困難な場合

は、近隣の宮崎県宮崎市宮崎港又は同県川南
かわみなみ

町川南漁港に避難でき

るよう、ふだんから十分な量の燃料を積んで出航していたが、本事故

前、河口東方に至ったとき他港に避難する必要性を感じなかったの

で、一ツ瀬川に進入した。 

船長は、本船が転覆する直前、右舷後方で隆起した波に船体が持ち

上げられたので、本船の右舷船尾方で高い波が発生したと本事故後に

思った。 

船長は、一ツ瀬川河口沖での航行経験が約３５年あり、河口付近

は、風、波、潮流、河川流等が合わさって、高い波が発生する場合が

あることを承知していた。 

船長は、北に向かう潮流があり、北東の風が吹いていることは、帰

航を開始したときから分かっていたが、河口付近に至ったとき、高い

波を認めなかったので、高い波が発生すると思わなかった。 

一ツ瀬川河口には、漂砂による河口閉塞の防止を目的とし、海岸線

にほぼ直角に消波ブロックで２本の導流堤が設置されており、導流堤

間の河口幅は約１２０ｍである。 

一ツ瀬川河口は、砂が堆積して水深が浅くなっており、磯波の発生

が見られ、また、河川流と日向灘の波が合わさって高い波が発生しや
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すい水域である。 

運輸安全委員会の船舶事故ハザードマップ情報によれば、平成２１

年以降、本事故発生場所である一ツ瀬川河口付近において、プレジャ

ーボートの転覆事故が３件発生している。 

海上保安庁宮崎海上保安部ホームページ中の「小型船事故防止のポ

イント」によれば、一ツ瀬川河口付近において小型船舶の転覆事故が

多く発生しており、転覆事故防止策として、不安を感じたら定係港以

外の安全な港に入港すること等の情報が提供されている。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

なし 

あり 

本船は、一ツ瀬川河口において西進中、潮汐が下げ潮の末期で、北

に向かう潮流があり、北東風が吹く状況下、同川河口へ進入したこと

から、右舷船尾方で発生した波に船体が持ち上げられ、船尾が左舷方

に振られながら左舷方に傾斜して転覆したものと考えられる。 

船長は、一ツ瀬川河口に進入する前、同川河口付近の海面の様子を

確認したが、高い波を認めなかったことから、同川河口へ進入したも

のと考えられる。 

本船は、風、波、潮流、河川流等が合わさって発生した高い波に船

体が持ち上げられた可能性があると考えられる。 

原因 本事故は、本船が、一ツ瀬川河口において西進中、潮汐が下げ潮の

末期で、北に向かう潮流があり、北東風が吹く状況下、同川河口へ進

入したため、右舷船尾方で発生した波に船体が持ち上げられ、船尾が

左舷方に振られながら左舷方に傾斜して転覆したものと考えられる。 

再発防止策 今後の同種事故等の再発防止及び被害の軽減に役立つ事項として、

次のことが考えられる。 

・河口付近は、風、波、潮流、河川流等が合わさって、高い波が発

生する場合があるので、河口に進入する前に海面の様子を十分に

確認するとともに、気象、海象の状況によっては、他の港への避

難を検討すること。 

・操船者等は、防水措置を施した携帯電話を携行するとともに、ク

リップ付きのストラップ又はネックストラップを利用したり、フ

ァスナー付きのポケット又は身に付けたポーチに入れるなどし

て、海中に投げ出されても携帯電話を使用できるようにしておく

ことが望ましい。 
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付図１ 事故発生経過概略図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日本水路協会発行の航海用電子参考図（new pec）使用 
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付図２ 事故発生場所概略図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国土地理院 電子国土Ｗｅｂシステム空中写真使用 

事故発生場所 

導流堤 

導流堤 

一ツ瀬川 

出発桟橋 

日向灘 


